
１ ２はじめに

前々号（平成１５年１２月号）に引き続き，本号で

は，「地方公共団体における入札監視委員会等第

三者機関の運営ガイドライン」と「施工体制台帳

活用マニュアル」について紹介する。

入札監視委員会については，「公共工事の入札

及び契約の適正化の促進を図るための措置に関す

る指針」（平成１３年３月９日閣議決定。以下，「適

正化指針」という）により，各発注者に設置が求

められているものであり，公共工事の入札および

契約の透明性の確保のためにきわめて重要な役割

を担うことが期待されているものである。

地方公共団体における入札監視委員会等の第三

者機関（以下，「入札監視委員会等」という）の

設置状況は，昨年８月末現在で４５都道府県，１２指

定都市，５５市区町村において設置済みとなってお

り，市区町村では設置団体数の割合は約２％弱に

止まっている。

こうした現状に鑑み，今般，地方公共団体にお

ける第三者機関の活用実態調査を行うとともに，

調査結果をふまえたガイドラインを策定したもの

である。

入札監視委員会とは

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関

する法律」（平成１２年法律第１２７号，以下「入札契

約適正化法」という。）第３条においては，透明

性の確保，競争性の向上，適正な施工の確保，不

正行為の排除の徹底を，入札・契約の適正化の基

本として定めている。このうち，透明性の確保に

ついては，入札契約適正化法第４条から第８条の

規定により，各発注者に入札契約情報の公表を義

務付けるとともに，適正化指針により，中立公正

の立場で客観的に入札および契約についての審査

その他の事務を適切に行うことができる学識経験

者等から構成される入札監視委員会等に対し，競

争参加資格の設定・確認，指名の経緯等について

定期的に報告し，その内容の審査および意見の具

申等を受けるものとしている。

入札監視委員会等において取り扱う事務は，�

入札および契約手続の運用状況等について報告を

受けること，�当該入札監視委員会等またはその

構成員が抽出し，または指定した公共工事に関

し，一般競争参加資格の設定の経緯，指名競争入

札に係る指名の経緯等について審議を行うこと，

�上記の事務に関し，報告の内容または審議した

公共工事の入札および契約の理由，指名の経緯等

に不適切な点または改善すべき点があると認めた

「地方公共団体における入札監視委員会等
第三者機関の運営ガイドライン」の策定について
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場合において，必要な範囲で，発注者に対して意

見の具申を行うこと，とされており，これが入札

監視委員会等に求められる基本的な役割となる。

また，入札監視委員会等は，入札契約の透明性

確保のための第三者機関であることから，その運

営についても，当然，透明性の確保が図られなけ

ればならない。そのため，適正化指針において

も，入札監視委員会等の設置または運営要領につ

いて，各発注者において明確に定め公表するとと

もに，その活動状況について，審議の議事の概要

その他必要な資料を公表することとされている。

なお，入札監視委員会等の設置については，発

注者ごとを基本としているが，規模の小さい発注

者においては，状況に応じて，規模の小さい市町

村・特殊法人等における共同設置，監査委員（地

方自治法第１９５条）の活用等，既存組織の活用等

による適切な方策を講じることとされている。

ガイドラインの概要

本ガイドラインは，昨年８月に，総務省と共同

で全地方公共団体を対象に実施した「地方公共団

体における入札監視委員会等の第三者機関の活用

実態調査」の結果を踏まえ，入札監視委員会等の

設置までの準備作業段階，開催の状況，調査・審

議の内容等についての運営に当たっての具体的指

針を示したものである。併せて，参考資料とし

て，各地方公共団体における入札監視委員会等の

設置状況・設置時期，未設置団体におけるその理

由，入札監視委員会等に期待する役割について，

調査結果から把握された地方公共団体の現状を示

すとともに，関連資料として，国土交通省におけ

る入札監視委員会設置・運営要領等，地方公共団

体における入札監視委員会等の設置要綱等の具体

的事例等を掲載している。

ガイドラインの概要は，以下のとおりである。

（なお，ガイドラインの本文については国土交通

省ホームページ http : //www.mlit.go.jp/sogosei

saku/const/kengyo/manual_s_m.htm で 公 表 し

ているので参照されたい。）

� 入札監視委員会等の設置までの準備作業

� 設置・運営に関する規定等の制定

設置・運営に関する規定等については，予算・

組織の措置が必要となること，入札監視委員会等

の設置・運営自体の透明性を確保しなければなら

ないこと等を勘案の上，適切に定めることが必要

であり，既設団体の大半は内規・通達等による設

置となっているが，一部団体においては条例・規

則による設置となっている。

� 予算の確保

入札監視委員会等の運営に係る費用としては，

委員の委嘱に要する謝金・旅費，資料等の調製に

要する印刷製本費，会場設営に要する会場借上費

等が計上され，これら費用については，各団体の

設定単価・開催回数等により大きく変動するもの

と考えられるが，既設市区町村でみると４０万円未

満までで９割となっている。

� 委員の選任

入札監視委員会等の委員の選任に当たっては，

さまざまな分野の学識経験者をバランスよく選任

すること，選任過程がより透明な手続となること

が望ましい。なお，公正中立の立場である者を選

任するため，建設会社の顧問等特定の建設会社等

と密接な関係のある者を選任することは好ましく

なく，また，当該発注者の地域内に適当な人材が

確保できない場合は，近隣地域から委員を選任す

ることも検討すべきである。

既設団体における委員構成を見ると，法律・経

済の専門家である弁護士・大学教授等や公共工事

に係る技術分野の専門家である大学教授等を選任

している団体が多く，また，発注者における公共

工事のコスト意識の高まりから民間企業経営者等

を選任する団体も相当程度見られる。一方，市区

町村においては，近隣に大学がない場合も多く，

監査委員，公認会計士，税理士と並んで地域住民

の代表，警察等・監査委員等のOBを選任してい

る団体も少なくない。

また委員の数については，多様な意見の聴取が

期待できるため，可能であればより多数であるこ

とが望ましく，実態的には５名が一つの目安とな
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っているが，発注規模・件数の小さい団体におい

ては，５名未満であってもその運営は十分に成立

しているものと推察される。

� 開催の状況

� 開催頻度

開催頻度については，費用，事務量等を勘案し

つつ，適切に開催することが望ましい。また，発

注件数の少ない団体においては当然に委員会開催

回数は少なくなるものと考えられるが，規模の大

きい発注があった場合には随時審議を行うことと

することが望ましい。

既設団体においては，相当程度発注件数がある

団体においては年２～４回（四半期ごと），年間

発注件数が相対的に少ない団体においては，年１

回の程度の開催が標準的になっている。

� 審議件数

費用，事務量等を勘案しつつ，可能な限り多数

の案件を審議に付すことが望ましいが，特に，審

議案件の抽出方法については，

・入札・契約方式別（一般競争入札・指名競争入

札・随意契約等）に複数抽出して審議の対象と

すること

・あらかじめ入札監視委員会等が抽出方法を定め

るとともに，入札監視委員会等が抽出を行うこ

ととし，発注者が審議対象案件を指定しないこ

と

・抽出の対象となりうる案件については，特に明

確な理由がない限りすべての発注案件を対象と

すべきであり，一律の基準による限定はしない

こと

が適切である。

	 調査・審議の内容等

� 調査・審議の対象項目

入札監視委員会等においては，可能な限り幅広

い観点から審議がなされることが望ましいが，少

なくとも，適正化指針に掲げられた一般競争参加

資格の設定方法，指名競争入札に係る指名の経緯

のほか，一般競争入札において競争参加資格を認

められなかった者がある場合の参加資格を認めな

かった理由，公募型指名競争入札において指名さ

れなかった者がある場合の指名しなかった理由，

随意契約における見積依頼の相手方の決定経緯，

随意契約を行った理由，低入札価格調査を行った

場合の調査の経緯等については審議対象とするこ

とが適当である。

また，適正化指針においては，審議に際して，

入札監視委員会等に対し，入札および契約手続の

運用状況についての報告が求められているところ

であり，具体的には，入札・契約方式別の発注案

件の一覧，指名停止措置等の運用状況の一覧，談

合情報等の対応状況の資料により報告することが

望ましい。

なお，談合情報への対応については，当該機関

が警察や公正取引委員会等とは異なり刑法談合罪

や独占禁止法違反事案に係る調査を行う専門組織

ではなく，かつ強制捜査権も持たないため，その

調査に限界があること，違法行為の認定を行う権

限を持たない機関であることに留意した上で適切

に運営する必要がある。

� 具申された意見の概要および意見への対応

入札監視委員会等からの意見具申は，当然自由

に行われるものであることは言うまでもない。発

注者は，審議に際しての質疑に真摯に回答するこ

とは当然の責務であり，具申された意見に対して

は，可能な限り，速やかにかつ誠実に対応すべき

である。

地方公共団体における入札監視委員会等の
第三者機関の活用実態調査の結果の概要

最後に，本ガイドラインの策定に先立って行っ

た実態調査の結果の概要を示す。

本調査は，総務省と国土交通省が共同で，昨年

８月末時点における入札監視委員会等の設置状

況，運営に係る規定・実態，未設置団体における

未設置理由等について，４７都道府県，１３政令指定

都市，３，１９６市区町村を対象として行ったもので

ある。

以下に，結果の概要を示す。
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第三者機関の設置状況（平成15年８月末現在）�
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（％）�
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第三者機関の設置時期（累計）�
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（％）�
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第三者機関の委員数�
５名未満�
５名�
６名�
７名�
８名�
９名�
10名�
11名以上�
委員の数に規定なし�

� 第三者機関の設置について

※横浜市等監査委員を活用して入札・契約手続の監視を行っている団体は未設置に計上。

※設置済みまたは平成１５年度中に設置予定団体のみ集計。
都道府県 ４７団体
指定都市 １２団体
市区町村 ７２団体

� 委員の構成について（複数選択可）
大学教授等
（法 律・経
済系）

大学教授
等（工学
系）

弁護士 公認
会計士 税理士 行政書士 監査委員 民間企業

経営者等

公益法人
等団体役
員

その他

都道
府県

３２ ３４ ４５ １０ ５ ２ ７ ３３ ０ ２３
６８．１％ ７２．３％ ９５．７％ ２１．３％ １０．６％ ４．３％ １４．９％ ７０．２％ ０．０％ ４８．９％

指定
都市

１０ ６ １１ ７ ０ ０ ０ １１ ０ ６
８３．３％ ５０．０％ ９１．７％ ５８．３％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ９１．７％ ０．０％ ５０．０％

市区
町村

２５ ２２ ３５ ８ ６ ７ １０ ５６ ０ ３２
３４．７％ ３０．６％ ４８．６％ １１．１％ ８．３％ ９．７％ １３．９％ ７７．８％ ０．０％ ４４．４％

計 ６７ ６２ ９１ ２５ １１ ９ １７ １００ ０ ６１
５１．１％ ４７．３％ ６９．５％ １９．１％ ８．４％ ６．９％ １３．０％ ７６．３％ ０．０％ ４６．６％

※各欄の率については，それぞれの職業等の方を委員として選任している団体数を第三者機関を設置（予定を含む）
している団体数で除して算出。
※設置予定団体における検討中のものも含む。

� 設置の有無について

設置済み
平成１５年
度中に設
置予定

未設置

都道
府県

４５ ２ ０
９５．７％ ４．３％ ０．０％

指定
都市

１２ ０ １
９２．３％ ０．０％ ７．７％

市区
町村

５５ １７ ３，１２４
１．７％ ０．５％ ９７．８％

計 １１２ １９ ３，１２５
３．４％ ０．６％ ９６．０％

� 設置時期について
～H１２ H１３ H１４ H１５

都道
府県

６ １８ １４ ９
１２．８％ ３８．３％ ２９．８％ １９．１％

指定
都市

４ ４ ３ １
３３．３％ ３３．３％ ２５．０％ ８．４％

市区
町村

１４ ５ ２２ ３１
１９．４％ ６．９％ ３０．６％ ４３．１％

計 ２４ ２７ ３９ ４１
１８．３％ ２０．６％ ２９．８％ ３１．３％

� 第三者機関の運営に関する事項
� 委員数について

５名未満 ５名 ６名 ７名 ８名 ９名 １０名 １１名以上 委員の数に
規定なし

都道
府県

０ ３５ ４ １ ３ １ ０ ２ １
０．０％ ７４．５％ ８．５％ ２．１％ ６．４％ ２．１％ ０．０％ ４．３％ ２．１％

指定
都市

２ １０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
１６．７％ ８３．３％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

市区
町村

３０ ２８ ２ ３ １ ０ １ １ ６
４１．６％ ３８．９％ ２．８％ ４．２％ １．４％ ０．０％ １．４％ １．４％ ８．３％

計 ３２ ７３ ６ ４ ４ １ １ ３ ７
２４．４％ ５５．６％ ４．６％ ３．１％ ３．１％ ０．８％ ０．８％ ２．３％ ５．３％

※設置済みまたは平成１５年度中に設置予定団体のみ集計。
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委員の構成�
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大学教授等（法律・経済系）�

大学教授等（工学系）�

弁護士�

公認会計士�

税理士�

行政書士�

監査委員�

民間企業経営者等�

公益法人等団体役員�

その他�

都道府県�
指定都市�
市区町村�

0 5 10 15 20 25 30 35

20未満�

20以上�
40未満�

40以上�
60未満�

60以上�
80未満�

80以上�
100未満�

100以上�
150未満�

150以上�
200未満�

200以上�

都道府県�
指定都市�
市区町村�

（万円）�
第三者機関の年間運営費用（概算）�

� 年間運営費用（概算）について

２０万円
未満

２０万円以
上４０万円
未満

４０万円以
上６０万円
未満

６０万円以
上８０万円
未満

８０万円以
上１００万
円未満

１００万円
以上１５０
万円未満

１５０万円
以上２００
万円未満

２００万円
以上

都道
府県

５ １１ ６ ６ ３ ４ １ ２
１３．２％ ２８．９％ １５．８％ １５．８％ ７．９％ １０．５％ ２．６％ ５．３％

指定
都市

０ ８ １ １ ０ １ ０ ０
０．０％ ７２．７％ ９．１％ ９．１％ ０．０％ ９．１％ ０．０％ ０．０％

市区
町村

２６ １３ １ ２ ０ １ ０ ０
６０．５％ ３０．２％ ２．３％ ４．７％ ０．０％ ２．３％ ０．０％ ０．０％

計 ３１ ３２ ８ ９ ３ ６ １ ２
３３．７％ ３４．８％ ８．７％ ９．８％ ３．２％ ６．５％ １．１％ ２．２％

※平成１４年度までに第三者機関を設置している団体のみ集計。
都道府県 ３８団体
指定都市 １１団体
市区町村 ４１団体

� 審議の年間開催回数（規定上）について

１回 ２回 ３回 ４回 ５～８回 ９～１２回 １３回以上 その他
（随時）

都道
府県

０ ６ ８ ２２ １ １ ０ ９
０．０％ １２．８％ １７．０％ ４６．８％ ２．１％ ２．１％ ０．０％ １９．２％

指定
都市

０ ４ １ ４ ０ １ ０ ２
０．０％ ３３．３％ ８．４％ ３３．３％ ０．０％ ８．４％ ０．０％ １６．６％

市区
町村

７ １６ ６ １８ １ ０ ０ ２４
９．７％ ２２．２％ ８．３％ ２５．０％ １．４％ ０．０％ ０．０％ ３３．４％

計 ７ ２６ １５ ４４ ２ ２ ０ ３５
５．３％ １９．９％ １１．５％ ３３．６％ １．５％ １．５％ ０．０％ ２６．７％

※設置済みまたは平成１５年度中に設置予定団体のみ集計。
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0�
5�
10�
15�
20�
25�
30�
35�
40�
45�

１� ２� ３�
（回）�

４� ５～８� ９～12 13以上�その他（随時）�

規定上の年間審議開催回数�

市区町村�
指定都市�
都道府県�

0 5 10 15 20 25 30
10件未満�

10件以上20件未満�
20件以上30件未満�
30件以上40件未満�
40件以上50件未満�
50件以上60件未満�
60件以上70件未満�
70件以上80件未満�

80件以上�

審議対象案件数（平成14年度実績)

都道府県�
指定都市�
市区町村�

� 調査審議の対象項目について（複数回答あり）
入札方式
の適用

一般競争入
札（条件付
一般競争入
札 等 を 含
む）におけ
る競争参加
資格の決定
方法

一般競争入
札（条件付
一般競争入
札 等 を 含
む）におけ
る競争参加
希望者の競
争参加資格
の認定方法

指名競争
入札にお
ける競争
参加者の
指名方法

随意契約
における
見積依頼
の相手方
の決定方
法

指名停止
の運用

談合調査
等

入札制度
の提言等

その他

都道
府県

２８ ３９ ３８ ４２ ３７ ２７ １７ ２９ １１
５９．６％ ８３．０％ ８０．９％ ８９．４％ ７８．７％ ５７．４％ ３６．２％ ６１．７％ ２３．４％

指定
都市

９ １１ １１ １２ １２ ７ ６ ９ ３
７５．０％ ９１．７％ ９１．７％ １００．０％ １００．０％ ５８．３％ ５０．０％ ７５．０％ ２５．０％

市区
町村

３７ ３９ ２９ ４５ ３８ ２６ １９ ４６ １７
５１．４％ ５４．２％ ４０．３％ ６２．５％ ５２．８％ ３６．１％ ２６．４％ ６３．９％ ２３．６％

計 ７４ ８９ ７８ ９９ ８７ ６０ ４２ ８４ ３１
５６．５％ ６７．９％ ５９．５％ ７５．６％ ６６．４％ ４５．８％ ３２．１％ ６４．１％ ２３．７％

※各欄の率については，それぞれの項目を回答した団体数を，第三者機関を設置（予定を含む）している
団体数で除して算出。

	 第三者機関の活用に関する事項
� 審議対象案件数（平成１４年度実績）について

１０件未満 １０件以上
２０件未満

２０件以上
３０件未満

３０件以上
４０件未満

４０件以上
５０件未満

５０件以上
６０件未満

６０件以上
７０件未満

７０件以上
８０件未満 ８０件以上

都道
府県

８ １１ ９ １ ３ １ ２ １ ０
２２．２％ ３０．６％ ２５．０％ ２．８％ ８．３％ ２．８％ ５．５％ ２．８％ ０．０％

指定
都市

２ ４ ４ １ ０ ０ ０ ０ ０
１８．１％ ３６．４％ ３６．４％ ９．１％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％

市区
町村

１９ ８ ４ ２ ０ ０ ０ １ ２
５２．７％ ２２．２％ １１．１％ ５．６％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ２．８％ ５．６％

計 ２９ ２３ １７ ４ ３ １ ２ ２ ２
３５．０％ ２７．７％ ２０．５％ ４．８％ ３．６％ １．２％ ２．４％ ２．４％ ２．４％

※平成１４年度までに第三者機関を設置している団体のうち，審議未開催団体を除き集計。
都道府県 ３６団体
指定都市 １１団体
市区町村 ３６団体
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

入札方式の適用�

一般競争参加資格の決定方法�

一般競争参加資格の認定方法�

指名競争参加者の指名方法�

随意契約における相手方の決定方法�

指名停止の運用�

談合調査等�

入札制度の提言等�

その他�

調査審議の対象項目�

都道府県�
指定都市�
市区町村�

市区町村における第三者機関の未設置理由�

設置困難�

不要�

未検討等�

検討中または�
今後検討（合�
併後検討を含�
む）�

第三者機関の設置が困難とした理由�

運営方法・�
設置方法等�
不明� 委員選定�

困難�

体制未整備�
・予算不足�

第三者機関を不要と考える理由�

既 存 組 織 �
（監査委員�
を含む）で�
対応なため�

発注規模・件数�
が小さいため�

義務付けで�
ないため� 適正に行って�

いるため�

検討中ま
たは今後
検討（合
併後検討
を含む）

設置困難 不要 未検討等

市区
町村

１，６４５ ３９１ ７９３ １２８
５５．７％ １３．２％ ２６．８％ ４．３％

※有効回答数のみ集計
※合併後に検討する旨の回答：２５１
※平成１６年度設置に向けて検討中：４０

○設置困難の理由
委員選定困難 １０７ ２７．４％
体制未整備・予算不足 ２３１ ５９．１％
運営方法・設置方法等不明 ５３ １３．５％
※設置が困難である旨の回答のみ集計


 第三者機関の未設置理由の概要（市区町村）
※有効回答数：２，９５７ 有効回答率：９４．７％（未設置団体数（３，１２４団体）に対する率）

○不要と考える理由
適正に行っているため ２６３ ３３．２％
発注規模・件数が小さいため ３２０ ４０．３％
既存組織（監査委員を含む）で対応な
ため １６７ ２１．１％

義務付けでないため ４３ ５．４％
※設置が不要である旨の回答のみ集計
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